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【学会記 事】

中国の地球温暖化問題に関するシンポジウムの報告

200.L午3月24[1に 経 済学会で は環 日本海 アカデ ミックフ ォー・ラム,環 日本海地域環境

研究会 との共催で1中 国の地球 温暖化 問題 に関す るシ ンポジウム1を 開催 し,研 究 者,

企業人,公 務員,学 生等52名 が 参加 し,活 発な議論 が展開 された。

研 究会は2祁:構 成で、第.部 は 阿.1国の地球 温暖化政策 と(.x〕2排 出量.予測」 とい う

テーマで,ま ず,中 国環境1ゴ・発展 国際 合作委 員会秘書長 の張坤民氏か ら 「中国 の地球温

暖化 問題 につ いて の見解 と対策」 と題 して講演が行 われた.張 氏 は約10年 間,国 家環境

保護局 の副局長 を務めた経歴 を持 ち,現 在 は国家環境保護総局局長顧問 の他,清 華 大学,

北京大学等 の教授 と して大学院生 の指導 に当 たっている,、中国の地球温暖化政策の ブ レ

インとして も往 日され る講演で あった。

張氏 は,中lflは 人「1が多 く海岸線 も長い とい うことか ら地球沮暖化 による影響 は.大き

い と考 えて お り,現 在省 」..ネな どに重点 を置 いた持続可能 な発展戦略 を実施 し環境保護

を強 化 してい ること,人[は 匪.界の22%で あるがa.)2はIO-t/し か排 出 してい ない た

めGDP当 た りの排 出総量肖ll減が 大切 と考 えている こと(一 人当た りの排出量 も98:年以

降減 少),エ ネルギー.一構造 は大都市で の天然 ガス自動車 の普及 などに力 を入れ石炭が9

割 を占めて いた状況か ら99年 にはその シェアは67%に まで低下 したことを述べ た。 また,

98年 の長江洪水 を教訓 に,長 江,黄 河1∴流の森林伐採 を禁止 した こと,今 年の全人代 を

通過 した第/0次5カ 年計画でCO一 排 出の少ない天然 ガスを炭 素換算3憶 トンに増やす

としているこ とを強調 した。 さらに,計 画的 な人[抑 制 によ り過去3億.人 の人 「[増加 を

抑 えた ことに触れ た 〔:一人当た りの年間石炭使用量 を0,6ト ンとす ると1.8億 トンの石炭

を削 減)。

最 後に先 進国が過去 に.大量 に排出 したCα に よ り途上 国が最 も厳 しい被 害 を受け る

こととなるこ とを指摘,将 来の 中国の対策の方向性 と して は,a.共 同であ るが区別あ

る責任 の堅持,b.条 約 と京都議定書の実施,C.京 都 メカニズ ムの明確化,d.住 民

の意識向上,d,国 際協力 の強化,で あ るとした。

続1.・て,研 究発 表 した京 都大学 大学院経書斉学研 究科教授 の大 西広氏 は,12025年 に至

る中国及 び環太平 洋諸 国のCO2排 出量 予測」 と題 し,京 人計量経 済 モデ ルを使 い,

GDPとC(>2排 出並 との関係 を予測 した結果 を報告 した。特徴 として 予測 に幅 があ る
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こ と,ア メ リカが 日本の2倍 のGDPで4倍 の排 出量,韓 国 は 日本の1/9のGDPで

1/4-1/3の 排出量,中 国は 日本 の3割 のGAPで 排出量 は 日本 の2倍 となってお り,

いずれ もGDP当 た りの排 出量 が多 い ことを指摘 した。 また,ド ルベース.当た りの排出

量 としては,日 本0.09,韓 国0.3,ア メリカ0、25,中 国1.44と なってい るが,日 本の

物価 あ高 さと中国の元切 り下げ などを考慮 すれば 日本が過大評価,中 国が過小評価 され

ている と言 える とした。注 目すべ きは,各 国通貨ベー スでは国 ごとの比較 は困難であ る

が経 年の トレン ドは把握で きると し,張 報告 によれば中国はGDP当 た りのエ ネルギー

消費量 は95年 か ら99年 の4年 間で7割 に改善 してお り,仮 に5年 で0.7と すれば20年 で

1/4に なる とした。 自 らは2025年 までの31年 間で1/4と 考 えて いたが,か な りの スピー

ドで効率改善が進んでい ることに驚 きを覚 えた と語 った。

二番 目の研究発表 は,立 命館大学政策科学部助教授 の周璋生民であ り,テ ーマは 「気

候変動枠組 における中国参加 の タイムテ」 ブル」 として,中 国の気候変動枠 組みへの参

加 の問題 を扱 った。 まず,地 球上 のCO2濃 度 を2100年 に550ppmに 安定させ ることを

目標 と した場合,中 国の排 出量は一国だ けで55億 トンと現在の世界全 体の排 出量 に匹敵

す るこ と,昨 年の砂嵐の ような深刻 な生態 破壊が進行 してい ることを考えれば中国にお

いて毛.何らか の措置が必要であ る と指摘,特 にGDP当 た りの排出量 が多い ことを考え

れば省 エネ,新 エ ネ対 策が大切であ ると した。 また,中 国政府 は2100年 まで7%成 長を

続 けたいとす るが,生 態学的に不可逆的 な破壊が起 こる恐れがあ るため高す ぎるとし,

経済成長,人 面抑制,エ ネ1レギー効 率の改善 を考え ると2010年 まで は7%,2010$か ら

5%,2040年 か ら3彰 がベ ス トと した。 さらに,今 の中国 にとって経済発展 は続 けなが

らもエネルギーを安定供給 しロー カルな環境改善を図 ることが大切 と し,先 進国か ら中

国は温暖化対策 に消極的 と考え られてい るが実 はほ とんどの対策 をとって お り,む しろ

先進 国にない排 ガス注入や天然 ガスの大量利用 にも努め.てい る.とした。最後 に気候変動

枠組み への中国参加 のタイムテー ブルと して は,2010年 までが 自発的,2020年 までが 自

主的,2020年 か らは義務的(先 進国 と同様)と 考えてい ると した。COP6の 交渉 の関係

では,森 林 は新規植林 に限定,排 出量取引には上限 を設 けない。CDMに 森林吸収,原

子力を入れ るべ きと結んだ.

なお,第 一部の講演 ・報告 に対 し,「各発 表 は経済成 長を何%と す るか とい う予測 に

集 中 してい るが,政 治的 に引っ肇 られ す ぎる」,「日本 として もCDMで 新 エ ネ,省 エ

ネを中国で展 開 した方が メ リッ トが多し・」 などの意見が出 された。

「対中国環境協力 」をテーマと した第二部で は,最 初 に東京大学工学部教授 の定方正
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穀氏が 「中国で環境問題 に と りくむ」 と題 し,実 践 に基づいた報告 を行 った。

まず,定 方氏 は,中 国の環境 問題 は経済発展 による固体 ・大気汚染か ら土壌汚染 に進

み,こ の結果農作物が とれず森林が破壊 され,砂 漠化へ とつ なが ってお り複雑であ ると

述べ,こ の一番 大きな原因 は貧困 と人「1増であ ると指摘 した、,北欧 のように一 人当 た り

のGDPが1万 ドルを超 える とCO,の 排出量が減 少,環 境浄化 と経済 成員が両.」:托す る

傾 向があ るこ とか ら中国で は貧困 か らの脱出 が必 要 と した。 このための留意 点 と して

CQゴ 水 ・太陽 エ ネルギー利用 の観点 とアーートイ ンテ リジェ ンスの観 点が必 要であ る

こ と,重 厚長大型産業志向で な くスマー トな方向 を目指すべ きであ ると した。:具体的 に

「11国はアルカ リ土壌 が多いため,こ れ を発電所の副産物 の石膏 と滉ぜ.1壌 改 良がで きる

とし.実 験 してみたと ころ作物の成長 に大い に効 果があ った こ と,清 華 大学 と協力 して

低 コス トで溶「湯にこのほどプラン トを完成 した ことを報告 した。 さらに,エ ネルギー効

率が中国は 日本 の半分 と悪い ため燃焼L学 の技術改良 によ りボイラー などの効率 を70%

以Lに すれば現 在の中国全体のCO,排 出量の3%を 減 らす ことがof』能 とな るとし,先

進国はこの点で の.協力が可能 とした。例 えば 口才並み の技術が 中国 の発電所,製 鉄所 に

導入されれば 日本の臼0年排 出量の33%に 相 当す るcotの 削 減が 可能であ ると指摘 した。

また,バ イオブ リケ ッ ト炭 も石炭の効率改善 と室内汚染 による気管 支炎防止 に有効 とし

た。最 後に,途 上国へ の環境協力 ・研 究 は独創的 アイデア とハ.イコス トパフ ォーーマ ンス

が必 要で あ り,若 手研究 者の参画 を期待 してい ることを強調 した。

次 に,京 都府企画環境部地球環境対策推進室長 の北川秀樹氏が 「中国における地球温

暖化 と植樹活動 につ いて=と 題 して発表 した、,北川氏 は,ま ず 中国 の気温 の傾向 につ い

て北京大学の研 究で は,40年 代が最 も暖か く次 に20年 代で あ り,90年 代 は大体 全球 の傾

向 と同 じとなっている ことを述べた。98～99年 の冬は過去50年 で 最 も暖か い冬で あるこ

と,ま た北京は99年7月 に建 国以来で最 も暖か い42.2度 を記録 したこ と,降 水量 も ここ

100.年で減少 してい るこ とな どか ら地球温暖化 の進行が窺 える と報告 した。 また,砂 漠

化は国L而 積の18%,本 土流失 は38%に ま.で拡大 してお り,こ のような異常 気象,生 態

破壊 の主な原 因は生活 のため の伐採,本 土流失,少 雨 な どによる森林 の破壊で ある こと

を強調 した。 もっとも,森 林被覆率 は13.9%と 認識 していたが,張 報告で は99年 の数字

として17%近 くまで改善 し.急 速 に森林 の回復が進 んで いるこ とに驚 いたと述べ た。

また,政 策方duと して,森 林法 は全国民 の義務植樹や98年 の改 正で盗伐 の場合 の重 い

責任 を規定 しているこ と,97年 に江沢民 主席 は 「再造祖 国秀美 山川」 のスローガ ンを掲

げ,[玉1務院は98年 にIT国 生態環境建設計画」 を規定,2050年 の森林被覆率 を26%と し
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て取 り組 んで い る こ と,現 在 農 地 を森 林 に戻 す 「退 耕 還 林 」 に取 り細.み,農 民 に は食 糧

や 手 当 を 支給 し てい る こ と,現 在 進 め る 西部 大開 発 の 基 本 も生 態 建 設 で あ る こ と を紹 介

した.,中 国で の植 樹 の意 義 と して は,水 土 保 持,崖 態 保 全,飛 砂 防 止,気 温 緩 和,風 致

風 景林,C()一,吸 収 な どが あ るが,特 にCoと の吸 収 効 果 を 主 張 す る と き は.旦.そ れ

以 外 の キ な環 境 保 全 効 果が あ る,b.新 規 植 林 に 限定,じ.科 学 的 な検 証 が 必 要 で あ る,

こ と に留 意 す べ きで あ る と指 摘 した 。

日本 政 府,NGOな どに よ る 中 国 で の 植 樹.協 力 に つ い て,a.植 樹 の 目的 の 明 確 化

(現地 住 民 の 生 活 と調 和),b.植 樹 後 の 管 理.し=.日 中 の 共 同作 業,d.巾 国側 の パ ー

トナ ー探 し,が.大 切 と.考.えて い る こ とを 強 調 した 、最 後 に,京 都府 も友好 州 省 の 陝 西 省

で の植 樹 を.企業 ・住 民 の 参 画 を得 て 計1irll・準 備 中 で あ る 旨報 告 した 。

第二 部 の研 究 発 表 に対 し て は,1自 治体 は 植 樹 に は あ ま り熱 心 で な い の で は な い か 」

な どの 意.見が 出 され た,,

〔大.西 広)

A`Time-SpaceOdys5ey';

ManagementControlSystemsinMultinationalOrganizations

2001$7)J26口,マ ドリ ソ ド ・カ ル ロ スll.世 大 学(ス ペ イ ン)の パ ウ ロ ・カ トロ ン助

教 授 を迎 え,特 別 セ ミナ ー を 開催 した。 力 トロ ン助 教 授 は,1992年 に パ レル モ.大学 〔.イ

タ リ ア)でPh.Dを 取 得 した の ち,英 国 マ ンチ ェ ス ター.大学 等 で 客 員 研 究 員 と して研

究 に携 わ り,2000年9月 か ら現 職 に就 い て い る。 専 門 は管 理 会 計で あ り.と りわ け こ の

数.年は,ア メ りカ お よ び 「1本の 多 国 籍企 業 に お け る在 外 了..会社 の マ ネ ジ メ ン ト ・コ ン ト

ロー ル ・シ ステ ム の実 態調 査 に取 り組 んで きた。 この た び の来 日 も調 査対 象 企 業 本社 で

の ピ ア リン ダ調 査 を 目的 と した もの で あ')た が,そ の.合間 を縫 って セ ミナ ー 報告 を 引 き

受 けて くれ た 。 標 記報 告 は,カ トロ ン助 教 授 の最 新 の研 究 成果 に も とつ く もの で あ る 。

報 告 お よ び質 疑 は 英 語 で 行 わ れ た 。 会 場 は 第15演 習 案,参 加者 は17名(学 部 ス タ ッフ3

舶,学 外 研 究 者2名,本 研 究 科 大 学 院 生9名,そ の 他3名)で あ った 。 以 ドァ カ トロ ン

助 教 授 の報 告 を中 心 に本 セ ミナ ー の 概 要 を紹 介 す る。

多 国籍 企 業 の在 外 子 会 社 に対 す るマ ネ ジ.メン ト ・コ ン トロー ル ・シ ス テ ムは どの よ う

に機 能 してい るか,ま た そ の シ ス テ ム は どの よ う に変 化 して きた か を,カ トロ ン助 教授

}ま.ケー ス ・ス タデ ィをつ う じて 明 らか に しょ う と して きた 。 その さい,マ ネ ジ.メ ン ト ・
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コ ン トロー ル ・シ ス テ ム は,「 時 間 と空 間 を創 出 し,再 生 産 し,節 減 す る」 シ ス テ ム と

して捉 え られ る 。本 セ ミナ ー で は,日 本 の 多 国籍 企 業S社 とア メ リカ の多 国籍 企 業 丁社

に お け るSAP(Systems,ApplicationsandProductinDataProcessing).の 導 入 過 程 を

ケ ー ス と.しなが ら上 記 の 問題 を分 析 ・検 討 した研 究 成 果 を,カ トロ ン助 教 授 は披 瀝 した。

マ ネ ジメ ン ト ・コ ン トロ ー ル ・シ ス テ ムが,ど の よ うに 「時 間 と空 間 を創 出 し,再 生

産 し,節 減 す る」 か とい う問 い に 対 す る 「常 識 的 な 回 答 」 は,「 情 報 技 術 に よ って で あ

る」 とい う もの で あ ろ う。 す なわ ち,情 報 技 術 に も とつ くマ ネ ジ メ ン ト ・コ ン トロ ー

ル ・シ ス テ ム は,多 国 籍 企 業 の本 社 と在 外 子 会 社 の間 の 「距 離 」 を管 理 し節 減 す る た め

の知 識 を創 出 し,そ れ に よ っ て組 織 の コ ン トロー ル と統 合 を強 化 す る と,一 般 に考 え ら

れ て きた ので あ る。 しか し,実 態 調 査 に よれ ば,そ れ は 必 ず しも 「常 識 」 で は.ない 。

S牡 に お い て は,「 距 離 」 は コ ン トロー ル と ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ を機 能 さ せ る う えで

重 要 な 要 素 と見 な さ れ て い るた め に,SAP導 入 後 も戦 略 的 に 温 存 さ れ た 。S社 で は,

在 外 子 会 社 に よ る分 権 管 理 が 重 視 され て お り,SAPは む しろ そ う した 分 権 管 理 の 効 率

性 を高 め るた め に導 入 さ れ た の.であ る。 他 方,丁 社 にお い て は,SAPの 導 入`;と も な

い 組 織 の 統 合 が 実 施 さ れ た が,そ れ は他 方 で 利 益 管 理 の ボ トム ラ イ ンの 細 分 化 を生 み 出

したた め に,、組 織 の ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィは か え って 低 下 した 。

マ ネ ジメ ン ト ・コ ン トロー ル ・シス テ みお よ びそ れ に依 拠 した 企 業 活 動 は,「 時 間 と

空 間」 を多 国 籍 企 業 の なか に 作 り出 す が,他 面 で は 自 ら作 り出 した 「時 間 と空 間 」 の 制

約 を受 け,そ れ に依 拠 した 形 で 機 能 す る こ.とに な る とい うの が,カ トロ ン助 教授 の 結 論

で あ る。

報 告 の 終 了 後,約1時 間 に わ た って セ ミナー 参 加 者 との 間 で 質 疑 応 答 が 行 わ れ た 。 質

問 は,カ トロ ン助教 授 が拠 って 立 つ研 究 方 法 や 基礎 理 論 に も及 び,活 発 な 議 論 に 発 展 し

た 。 西 欧 で 新 しい潮 流 を 形成 しつ つ あ るSociologyofTranslatio皿 に依 拠 した管 理 会計

研 究 にふ れ る こ とが で きた こ とは,わ れ わ れ に と って 大 きな収 穫 で あ った 。

(藤 井 秀樹)

国立大学の法人化の課題 財務と評価..

平成14年1月8日,国 立学校財務 センター教授 の山本清氏 を迎 え,公 開講演 会を開催

した。演題 は,「国 立大学 の法人化の課題 財 務 と評価 」 であ.る。山本教授 は,

先行独立行政 法人の立上げや,国 立大学法人制度 の調査 ・研究 に政策 ブ レー ンとして深
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くかかわって きた政府.会計の 専門家 であり,国 、k大学の法 人化問題 に も梢通 している。

京都 大学で は法 人化準備 が本格化 した時期 でもあ り,本 講演会 に対す る学 内の関心 は き

わめて高 く,会 場の総.合研究棟2階 大.会議室 はほぼ満席 となった。 ちなみに,参 加者 は,

学部関係 者18名,学 部外関係者(本 部事務 官を含 む)34名 であ った.以 ド,山 本教授 の

講演を中心に本集会の概要 を紹 介す る。

山本教授 は,文 部科 学省の中間報告 『新 しい 「1玉1.立大学法人.1像 について』 の内容 を

説明 したのちに,財 務 ・会計⊥の論点,実 務 上の課題,評 価 の論点 について,解 説 と分

析 を行 った。

文部科学省の中間報告について,山 本教授は,国 立大学法人化 とそれ以外の政策変更

要素が同報告に は混在 してお り,こ の ことが問題 を必要以1=に 複雑な も.のに してい ると

指摘 した,、とくに文部科学省の改革案では,法 人化後の国 虹大学 に政府 による政治的統

制 を残す ことがr定 されてい る ・方で,民 間部門 を意識 した改 革措置 も.含め られて おり,

政策 目的 と政策 手段の間 に不整合が生 じて いる点 が問題 であると,山 本教授 は述べ た。

財務 ・会計 ヒの論点で は,運 営費交付金の算定 方法,長 期借 入金債務,会 計基準,競

争的研究 資金の取 り扱 いがk要 な問題 と して取 り ヒげ られた.運 営費 交付金 の算定 方法

は,学 生 ・大学院生 を持 たない付置研究所 において.ま た長期借.入.金債務 は,附 属病院

において,そ れ ぞれと くに重要 な問題 になると,1【1本教授 は指摘 した。

評価の論点で は,国 立 大学 の業績 を明 らかに し,そ の向Lを 図るための誘 因制度 を導

入す るとい う流 れには抗 し難 い との認識 を,山 本教授 は示 した.た だ し,文 部科学 省の

中間報告 では業績評価 につ いての具 体的言及がない こともあ って,山 本教授 は,イ ギ リ

スでの 事例 を参 考に しなが ら,'〉.後検討 され るべ き主な課題 を網羅 的に提示 す るに とど

め た.山 本教授 によ って提示 された主な課 題は,財 源 を.有効に清川で きる人材の確 保,

安易 な定量的業績評価 の回避,外 部資金等の自己収入の十分 な獲得 などで ある。

講演終.了後,約1時 間にわた って集会参 加者 との間で質疑応 答が行われ.た.質 問者の

なかには,総 長補佐 の森本滋 法学研究科教授,1'dじ く西本浦 ・.工学研究 科教授 の姿 も

あった.本 公開講演会は,国.立 大学法.人化の特徴 と課題 に関す るわれわれの理解 を深め

るうえで,き わめて有益で あった.,

藤 井秀樹)
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安葉理博士.講演会

2002$2月15日,韓 国 の交通 開発研究院.(総 理府傘 ドの政 策研究機関)で 北東 アジア

交通 を担 当されて いる安乗班博.十が 「南北朝鮮 を結ぶ鉄道建設 によ り期待 され る経済効

果」 とい う演題で 講演 した。2000年6月 の南北朝鮮首脳 会談 を受 けて,ソ ウルか らピョ

ンヤ ンを経て 中朝国境 の シンウ ィジュを結ぶ幹線 鉄道 であ る京 義線の 断絶区 間24km

の復 旧が合意された。奈義線 の連結 は,南 北 関係 の緊張緩 和 と平 和の構 築,そ して統 一

へ向けた進歩を象徴す る事業で あ り,国 内外 に及ぼす政治的,社 会的影響は計 り知れな

い=,

講演の テーマ は,経 済効果を評栖 す ることであ るが,そ のために必要 となる朝鮮民.ヒ

主義.人民共利国(以.卜.,共 和国 と呼ぶ)に 関す る資料 に制約があ るため、 きわめて困難

な仕事で ある。安博十 は,.首 脳会談 の数年 も.前か ら,南 北 を結ぶ鉄道復旧事業の調査分

析に取 り組 んで お り..共和国 にも数 回調査 のた め訪問 してい るので.こ の問題 に関 して

}ま,.最も.IE.確な分オ斤がで.きる人耳勿といえるD

講演 の.要旨は次 の通 りで ある。

〔1)1999-2000年 に.南北間 の交易 規模 は27%の 増 加 してお り,こ の数値 か らわか るよ う

に南北間の経済交流 は着実に成長 しているが,溝 在的.i.1工能性 を.考えれば,き わめて限 ら

れた水準 にとどまってい る。経済交流拡.尺を制約す る、i.ゴこる.要因 として,輸 送費の大 き

さが指摘 されてい るが,鉄 道が連結 され ると南北間の輸送 費がレ3に なると推定 されて

い る。 これ によって南北間の交易が飛躍的 に拡大 し,経 済厚生が大 きく改善 される こと

が期待 される;,

〔2:1現在,韓 国が外国 と貿易す る際 には海 日輸送 に頼 ってお り,韓 国 は実質的 には島国

状 態であ るが,鉄 道 の連結 に よ り陸続 きとな る,、た とえば韓国 か ら鉄 道 を使 って ヨー

ロ7バ に物資 を運ぶ場合,海 ヒルー トに比べ半分 の距離ですむ ので,所 要 日数が現在の

26日 か ら1611に 短縮,費 用が コ ンナナ/個 当た り、現在 の2100ド ルか ら1300ド ルに低減

する と試 算され ている,

〔:3}朝鮮 卜島を縦断す る鉄道 には,第3[西1に よる:輸送需 要 〔た とえば 日本か ら大陸 向け,

あるいは 大陸諸 国か らU本 へ の通過輸送)も 存 在するので,そ こか ら得 られ る運賃収 入

も大きい.試 算 による と,鉄 道運.賃収 入は年間250億 ドル,そ の内共利国の方 に帰嵐す

る分 は150億 ドルと推計 されてい る。.共和国 のGDPが126億 ドル(1998年 〉 なので,現

在,苦 境 にあ る共和国経済 にとって,こ の収.人は経済.内1生に.ナ=きく貢 献す ることが予想
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され る、,

幽 京表線 の断絶 区間 はわず か24kinで あ り,こ の区 間を復 旧す るだ けな ら,そ れ ほ

ど難 しいことで はない。現 に南側で はほ とんど1:事 は終わ ってい る。 しか し断絶 区間を

連結す るだ けで,..L記 の効果が ただちに実現す るわ けで はな く,多 くの課題が残 され て

いる、,まず 第 ・に共和国内 の鉄道施設が劣悪 な状態で あ り,輸 送能力が制 限され ている。

第二 に韓国側 では,特 にソウルー プサ ン間の鉄道路線が飽和状態で あ り,京 義線連結 に

伴 って誘発される新 たな輸 送需 要を処理 する容 量が不 足 している。 そ して京義線断絶 区

間の連結 に6&1000/..Aウォン,そ して共和 国内の鉄道施 設を改 良す るためには,6兆5000

億 ウォンの費用がか かると.見積 もられ ている、,この資金 をいか に調達す るか とい うのも

大 きな難題で ある.さ らには申:両が相互 に乗 り入れ る ことになれば,料 金体系,運 行計

画,車 両の手配,信 号.システムに関す る基準 の統一が必要で ある。

講演.会には,数 多 くの韓 同人留学生 と学外か らの参加 もあ り,.多少脱線 しつつ も,活

発 な議論が行われた。

〔文 世一・)

中国経済の現状

2002年3月14日 午後,中 国社会科学院経済研究所 の劉樹成所長,王 振 中割所 長,朱 蔭

貴研究 員の 三人が学術交流 のため に本経済学研究科 を訪問 された。.本学 におい て も中国

経 済につい て関心が高 まってい るので,こ の機会 を活用 し特別 セ ミナーを開催 させ てい

ただ き,3先 生の お話 をお ききす る機 会を もった。

劉衛 戍氏 の 一中国経済趨 勢の分析1臼98-2002年 」 は,ま ず近年仕.界経済 の減速が め

だっているなかで,中 国経済だ けが7%の 成 長を維持 して いるとし,次 のよ うな諸点 を

指摘 された。 中国 の経済成長 は引 き続い て安定 して お り,市 場 は外需か ら しだ いに内需

に」.1・心が移 ってきてお り,物 価 は比較的安定 した水準 にあ る。国営や集 団所有企業 の従

業 員数 は明 らか に減少 しつつあ り,工 業生匿が急速 に増大 してい るのは.東部 と中部 の省

であ り,ま た政府 のマ クロ政策 を見 ると積極的 な財政 と堅実 な貨幣政 策を とっていると

いえる.結 論的 に,」1.1国の経済成 長率 は潜在的 な成 長能力 に比べれ ばまだ低い ので,.中

国の雇用問題 を解決す るた めに.日 米 の経験 に学 び,.市 場機構 の機能 を発揮 させ,市 場

化 した金融制度 を創出 して,さ らに住宅産業 の発展 をはか ってい く必要が あると述べ ら

れた。
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.上張中氏の 「wTo加 入後 の中国経 済発展 趨勢」 は,最 近の 中国 マ クロ政 策 と経 済各

分野の動 向を紹 介 した ものて あった。まず,保 護関税 の水準 がおお きく引 き下げ られた

うえに,非 関税 障壁が顕.者に少な くなっているこ とにつ き,あ る種 の製造 業製品や農産

品の輸入割当額の増加 を例 として述べ られ た。 また,通 信,金 融,小 売業llゴ場への参入

が容易にな っているこ とや,国 営 企業,私 営企業,外 資企業等 の育成政策について説明

された,。最後に中国政府の経 済関与 策の範 囲や その透 明度 が明確 に規 定され るべ きであ

ると述べ られた,

朱蔭貴氏の 「近代 中国の株式企業 制度」 は,中 国に欧米か ら株式 会社 制度が尊人され

る過程で,中 国の伝統 的な歴 史条件 のために,そ の会社 制度 に独特 な慣行 が生まれた と

い うものであった。その独特 の慣 行 として,経 営 状態の如何 にかかわ らず政府に上納 し

な ければ なら ない 「報敷制」.収 益 があ がった場 合,利 益 分配 の前 に定率で 返済す る

「官利制」,企 業r1身 が社 会か ら預金を集 め る 「儲蓄制ご 等であ る。そ して,こ の よう

な中国独特の制度は戦前期 のみで な く.現 在の国営企業や郷鎮 企業においてさえ見 られ

るものであ ると強調 された、,

報告は このよ うに2本 が現状分析,工 水が歴 史であったが,教 員 ・学生20命 名が参加

し,い ずれについて も報告者 とのあいだで熱心 な討.論が くり広 げ られた。

(堀 利生)

EpidemiologicalAspectofAccountingSystems:

InternationalTransferofAccountingTechnologyintheFrenchSpeakingWorld

200276月8日,静 岡県立大学助 教授 の小津 推力[1了・氏 を迎え,特 別セ ミナー を開催 し

た.小 津助教授 の専門 は国際会計であ る.小 津 助教授 は,英 米型の基準 をベ ンチマ ー・ク

とした会計基準の国際的調和化の もとで,こ れまで往々 にして 見逃されて きた フランス

語圏にお ける会計技 術移転 問題に焦点を当て,そ の実態解明に取 り組んで きた、.この研

究領域 には先行研究がほ とん ど存在 しないために,小 津助教授 は,フ ランス語圏諸国の

会計政策担 当者や会計実務家 に対す るヒアリングとい う手法を用いて,そ の研究 を進め

てきた。研究 テーマの性質お よび研 究 費去の特殊性か ら,研 究成果の多 くは国際学 会や

国際セ ミナーで英語に よって発表されて きた。

小津助教授 の研究成果 に直接触れ るべ く,本 セ ミナー..・で は,英 語の オ リジナル ・ペ ー

パーに もとつ く報告 をお願いす ることにな った、,本セ ミナーの参加者 は12名1:本 研究科
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関 係 者8名,学 外 研 究 者4名)で あ っ た.,以 下,小 津 助 教 授 の 報 告 を 中心 に,本 セ ミ

ナ ー の概 要 を紹 介す る、、

.奉報 告 は,異 な る経 済 社 会 にお い て会 計 制 度 が どの よ うに伝 播 し受 容 さ れ たか を 追跡

す る こ と に よ っ て,経 済 社 会 に もた ら され た変 化 の分 析 視 点 を提 供 す る こ と を 目 的 と し

て い る。 小 津 助 教 授 は,同 氏 が1992年 か ら1996年 にか け て フ ラ ン.スお よ び フ ラ ンス が影

響 を与 え た諸 国 で実 施 した,会 計 政 策 担 当者,会 計 実 務 家 に対 す る ヒア リ ン グか ら得 た

卸 見 に も とづ き,会 計制 度 の 変容 を以 ドの よ うに整 理 した。

田 会 計 制度 は,複 式 簿記 に よ る記 帳 技 術,会 計 に 関す る知 識 ・経.験,会 計 基 準 ・会計

制 度 に 分 け て捉 え る こ とが で き,比 喩 的 に 「会計 に 関す る テ ク ノロ ジ ー」 の総 体 と見 る

こ とが で きる。 フラ ンス型 の 会計 制 度 は,ど の 国 へ移 転 され た制 度 で あ っ て も共 通 して,

会計 原 則,勘 定 組 織 案,勘 定 科 目 表,記 帳 方 法 の説 明,評 価 基 準,財 務 諸 表 の作 成 方法

と様 式 か ら構 成 され て い る、,

〔2:1フ ラ ン ス型 の会 計 制 度 は,そ のす べ て また は 一部 が,北 ア.フ リカ,西 ・中央 ア フ リ

カ,イ ン ドシ ナ諸 国,ス ベ.fン 等 欧 州 諸 国,東 欧 諸 国,ペ ル ー.で採 用 され て い る 、,この

事 実 に も とつ い て 会.計制 度 の移 転 過 程 を観 察 す る と,そ れ は以 トに示 す2つ の モ デ ル に

集 約 す る こ とが で き る,,

〔:::1移転 主 体 に は,大 蔵 省,経 済 開発.省.職 業 会言1.士団体,財.務 会計 基 準 審議 会 な ど

基 準 設 定機 関,多 国籍 企 業 が あ り,受 入.}モ体 は経 済 的 ・政 治 的]標,経 済計 画,制 度 ・

法 令 の改 訂 方針 等 に したが い.会 計 に関 す る様 々 な技 術 ・知 識 ・経 験 ・基 準 ・制 度 の導

入 を決 定 す る。 あ る時 点 に お い て 移 転 主 体 と受 入 主 体 の 間 で 会 計 制 度 が どの よ う に移

転 ・受 容 さ れ たか を示 す 会 計 ナ ク ノ ロ ジ ー の こ う した流 れ は,StaticModelと して 表現

す る こ とがで き る,、

㈲ 受 入 岡 に お け る ヒア リ ングで は,会 計 制 度 の受 人 に あ た って は,フ ラ ン スか ら離

れ た 会計 政策 の設 定 は 困難 で あ る,別 の国 で は フ ラ ンス 型 の制 度 の導 入 が必 然か つ 自然

で あ る との 回答 が得 られ た、 欧 州 で は フ ラ ンス 大蔵 省 との 協調 に よ っ て 制 度 の調 和 化 を

模 索 す る 姿が 観 察 され た。 以Lの 観 察 糸占果 か ら帰 納 的 に3つ の パ ター ンが 見 え て く る.

第 一 は,移 転 干体 か ら 会計 制 度 をす べ て,パ ッケ ー ジ と して受 け 入 れ る諸 国(西 ・中 央

ア フ リ カ言首固),第1.二 は,移 転 主 体 か ら は選 択 的 に 会 計 技 術 を取 り.入れ,自 国 の会 計 慣

習 を組 み 合 わ せ て 会 計 制 度 を策 定 す る諸 国(北 ア フ リカ.ペ ルー),第..モ は,移 転.ll体

と共 同 作 業 に よ って 会計 制 度 を設 定 す る諸 国(欧 州 諸 国〉 で あ る。 こ れ ら3つ の パ ター

ンは移 転 主体 〔フ ラ ン ス)を か ら 見 る と,会 計 技 術 の華 直移 転,中 間 移転,水 平 移 転 の
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3つ に類型化す ることが で き,そ れは1)ynamicModelと して表現 する ことがで きる。

したが って,移 転 国 ζ受 入国 の関係 も,垂 直移転 関係(依 存 ・従属関係),中 間移転関

係'.(交渉関係),水 平移転関係(相 互依存関係)の3つ に類型化す ることがで きる。

(3)上 記 の3つ の類型化が成立す ると仮 定 した うえで,会 計技術の加工 ・生産 ・開発 と

いう観点か ら受 入国(お よびそ の会計基準設定主体)が 抱 えるであ ろう問題点 を考 える

と,以 下 の3点 を指摘す ることがで きる。

ω 垂直移転 関係 においては,移 転 によって会計 に関す るニーズは充足 され るか も し

れないが,会 計技 術の 開発 を移転主体 に任せ る ことになるので,会 計技 術生産 の現地

化 ・自国化 は進 まない。会計分野 の開発能力 ほ育成 されず,潜 在 的な開発可能性 の芽 を

摘 んで しま うことにもな りかね ない。

㈲ 中間移転 関係 においては,政 策や方針 に合 う会計技術 ・会計制度 が選択 的に受容

され る。す なわ ち,会 計基準設定主体 は,会 計制度全体 を受容す るので はな く,個 別 の

会計技術 が適用 される環境や利用 目的 との整合性 を考慮 した うえで,会 計制度 の一部 の

みを受容 す る。 しか も.,受容 した会計制度 が経 済社 会の要請を満たす か どうかが.受 容

後 も常に問われる ことになる。 この場合,会 計 に関する知識 と経 験の蓄積,会 計思考 と

会計教 育の秀麗 が ともなわないか ぎ り,移 転 主体 の数だけが増加 する ことに もな りかね

ない。

㈹ 水平移転 関係 においては,受 入キ体 は,会 計技術 の体系 的な利用 に結 びつ くよ う

な土壌 とノウハ ウの蓄積 を持 つ。 したが って,受 け入れる会計 技術 が どの水準の もので

あ って も,会 計技術 移転 の成否に影響 はない。

(4)フ ランスは長 らく移転主体 の立場 にあ ったが,近 年の国際報告基準の普及過程 を観

察す ると,フ ランスは国際会計基準 委員会(国 際会計基準理事 会)と の関係において受

入主体 とな りつつあ ることが分か る。 これは水平 移転関係が別次元の垂直移転関係に転

化す る兆候 を示す ものであ り,同 様 の解釈 は フランス語圏以外 で も当て はまる可能性が

ある。 ある時 は移転主体の意図 によって,ま たある時は受入主体の要請や ニー ズによっ

.て,会 計制度 は伝播 して き.た。会計制度の国際移転 を観察す ることによって,制 度が も

.つepidemi。logicalな 側面 を明らか にす るこ とがで きるであろ う。

(藤井秀樹)


